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第１章 はじめに/本手引について

手引改訂の経緯と目的

改訂のポイントや工夫点

用語について

【改訂版の手引 P６-P10】
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２０１７年７月 第３次自殺総合対策大綱閣議決定

２０１８年11月 「自死遺族等を支えるために～総合的支援の手引」を発行

（自殺総合対策推進センター）

2

手引改訂の経緯 （P7）

２０２２年10月 第４次自殺総合対策大綱閣議決定

「手引の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の整理及び提供を行う」

２０２４年９月

「自死遺族等を支えるために 総合的支援の手引（改訂版）」を公開

（いのち支える自殺対策推進センター）

自死遺族等の置かれがちな状況や心がけたいことなど具体例を提示

事業を実施する際の参考となるよう、地方公共団体や民間団体が

実施している自死遺族等支援事業の事例を多数掲載

（改訂前の３事例から、27事例に増加）

研修資料や自死遺族等向けのリーフレット等の作成などへの活用

（手続一覧、相談窓口、イラスト等）

最新情報へアクセスしやすいように、URL及びQRコードを掲載

自死遺族等の心情に配慮し、用語の使い方等を工夫

3

改訂のポイントや工夫点
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自殺対策基本法成立の背景

偏見・差別に関する具体的な事例

遺族等の心情に配慮した対応

啓発事業等において控えるべき表現

身近な人（きょうだいや友人等）を亡くしたこどもの支援

不適切指導

遺族への情報提供の方法（文書やチェックリストの活用）

対象を限定した会の紹介（若者、LGBTQ）

4

昨年度の意見交換会のご意見と反映

5

目次
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6

自死・自殺の使い分け （P９）

法令や医療などに関する用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自殺

（例：自殺対策、自殺未遂）

身近な人を自死・自殺で亡くした人やこどもなどに関する用語・・自死

（例：自死遺族、自死遺児）

そのほかの用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自死・自殺

（例：自死・自殺で亡くなった）

7

第２章 自死遺族等が置かれがちな状況

身近な人を自死・自殺で亡くした時の反応や変化
遺族等が直面し得る課題

【改訂版の手引 P12-P26】
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身近な人を自死・自殺で亡くした時の反応や変化(P14-15)

8

9

身近な人を自死・自殺で亡くしたこどもの反応や変化（P18-P19）
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遺族等が直面し得る課題 （P24-25）

11

第３章 自死遺族等支援の枠組み

自死遺族等支援の法的根拠
自死遺族等支援に関する事業
国・地方公共団体・関係機関の役割

【改訂版の手引 P２８-P３６】
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自殺対策基本法

12

２００６年施行/2016年改正

（目的）

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題と

なっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかに

するとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、

自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを

持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）

第九条

自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の

平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。

自死遺族等支援の法的根拠（P28）

13

自殺対策基本法
２００６年施行/2016年改正

（自殺者の親族等の支援）

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす

深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずる

ものとする。

（民間団体の活動の支援）

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する

活動を支援するため、 助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

自死遺族等支援の法的根拠（P28）
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令和４年10月閣議決定

自殺総合対策大綱自死遺族等支援の法的根拠（P29）

厚生労働省作成「「自殺総合対策大綱」
（令和４年10月閣議決定）（概要）」より抜粋

15

令和４年10月閣議決定

自殺総合対策大綱自殺総合対策大綱の内容 （P119）

（１）遺族の自助グループ等の運営支援

地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機関の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福

祉センターや保健所の保健師等による遺族等への相談体制を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進

学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周りの人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺

後の職場における対応マニュアルや学校の教職員向けの資料の普及等を行い、遺族の声を聞く機会を設け

る等により遺族等の意向を丁寧に確認しつつ、遺族等に寄り添った適切な事後対応を促す。【文部科学

省、厚生労働省】
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令和４年10月閣議決定

自殺総合対策大綱自殺総合対策大綱の内容 （P119）

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進等

遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支援情報を得ることができるよう、指定調査研究等法人

を中心に取り組む。また、遺族等が総合的な支援ニーズを持つ可能性があることを踏まえ、必要に応じて

役立つ情報を迅速に得ることができるよう、一般的な心身への影響と留意点、諸手続に関する情報、自

助グループ等の活動情報、民間団体及び地方公共団体の相談窓口その他必要な情報を掲載したパンフレッ

トの作成と、遺族等と接する機会の多い関係機関等での配布を徹底するなど、自殺者や遺族のプライバ

シーに配慮しつつ、遺族等が必要とする支援策等に係る情報提供を推進する。【厚生労働省】

遺族等が必要とする遺族の自助グループ等の情報や行政上の諸手続及び法的問題への留意事項等をとり

まとめ「生きることの包括的な支援」として作成された「自死遺族等を支えるために～総合的支援の手引

き」（平成30年11月）の活用を推進するとともに、必要な見直しや情報の整理及び提供を行う。【厚生労

働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上

警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業務に従事する者に対して、遺族等からの意見も踏まえ

つつ、遺族等に寄り添った適切な遺族等への対応等に関する知識の普及を促進する。【警察庁、総務省】

（５）遺児等への支援

地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児

童生徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカー、児童相談所、精神保健福祉センターや保健所の保健師等による遺児等に関する相談体制を充

実する。【文部科学省、厚生労働省】

遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学

省】【再掲】また、遺児の中には、ケアを要する家族がいる場合、自身がヤングケアラーとならざるを得ない

可能性があるが、そうした場合に心理的なサポートに加えて看護や介護等を含めた支援を受けられるよう、

適切な情報の周知や支援を強化する。【厚生労働省】 17

令和４年10月閣議決定

自殺総合対策大綱自殺総合対策大綱の内容 （P119）
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第４章 自死遺族等支援の実践

自死遺族等への情報提供を行う際のポイント

【改訂版の手引 P38-P62】

19

自死遺族等への情報提供を行う際のポイント （P46-P47）
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自死遺族等への情報提供を行う際のポイント （P46-P47）

21

地方公共団体のホームページ

＜広島県＞ ＜栃木県宇都宮市＞
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地方公共団体のリーフレット

＜東京都＞ ＜福岡県＞

23

おくやみハンドブック

＜岐阜県海津市＞ ＜宮城県名取市＞
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マスメディア等の活用

＜ギャンブル依存症の
問題を考える会＞

＜とうかつ生と死を考える会＞

25

民間団体同士のネットワーク構築

＜関西遺族会ネットワーク＞ ＜北海道・ピアサポートMAP＞
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【改訂版の手引 P６４-P８０】

第５章 自死遺族等支援の取組事例

27

自死遺族等支援のための地方公共団体と民間団体の連携（P6６）
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自死遺族等支援の普及、啓発動画の作成、公開 （P６８）

29

自死遺族等支援に関わる遺族スタッフの人材育成 （P6７）
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第６章 自死遺族等が直面し得る課題
に対する参考情報

30

【改訂版の手引 P82-P112】

自死遺族等が行う必要がある手続リスト （P8２-P８７）

31
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利用できる可能性のある生活支援制度（P88-P91）

（９） 高等教育の修学支援新制度

（授業料等減免と給付型奨学金支給）

（10） 国の教育ローン

（11） 奨学金制度（日本学生支援機構）

（12） 奨学金制度（あしなが育英会）

（１） 遺族年金

（２） 生活福祉資金貸付制度

（３） 生活困窮者自立支援制度

（４） 生活保護制度

（５） ひとり親家庭等の支援制度

（６） 災害共済給付制度

（７） 就学援助制度

（８） 高等学校等就学支援金制度

※赤字は旧手引からの追加箇所

直面し得る課題に対するＱ＆Ａ(P92-P107)

33

（７） 医療過誤問題

（８） インターネットに関するトラブル

（９） いじめ・不適切指導

（11） 警察等が取り扱う死体の死因又は

身元の調査等に関する法律

（12） 失踪宣告

（１） 相続

（２） 財産の処分

（預貯金、デジタル遺品）

（３） 生命保険の免責

（４） 賃貸トラブルや不動産売買

（５） 過労自殺

（６） 鉄道で亡くなった場合の

損害賠償請求

※赤字は旧手引からの追加箇所
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※画像をクリックいただくと、紹介ページに移行します。

自死遺族等を支えるために 総合的支援の手引（改訂版）

【 公 開 】 令 和 ６年 ９月 30日
【 作 成 】 い の ち支 え る 自殺 対策 推進 セ ンタ ー（ J SC P）
【 内 容 】 Ａ ４ 、1 2 8ペー ジ、 全６ 章

自 殺 対 策 や 自 死 遺族 等支 援に 関 連す る 民間 団体 の方 向け に 、
各 団 体 １ 冊 ま で 手引 の冊 子を 郵送 して お り ます 。
（ 地 方 公 共 団 体の 方は 、地域 自殺 対策 推進 セ ンタ ー に 確認 くだ さい ）

民 間 団 体 の 方 で 、郵送 を希 望さ れる 方 は、
下 記 の フ ォ ームに 必 要情 報を ご入 力く ださ い。
（ 受 付 後 、 お届 け まで は１ 〜 ２週間 程度 かか り ます 。）
h t t p s : / / fo r ms .o f f i ce . co m / r / K Y g3 Q J6 Hs s

ご清聴ありがとう

ございました

35

自殺対策の「いま」を届ける

JSCPニュースレターにご登録ください。

登録はこちら


